
誰もが働きやすい健康で安心・安全な職場を実現しましょう！ 

- 1 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

【１】引き続き熱中症対策の徹底をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年、三重県内では熱中症による休業４日以上の労働災害による死傷者数が 29 人とな

りました。 

また、令和７年６月末時点において、三重県内で６人が熱中症により休業しました。 

本年は早くから暑い日が続いており、今後も暑さが厳しい日が続く季節となります。熱中症

クールワークキャンペーンで掲げる重点取組期間を超えましたが引き続き熱中症対策の徹底

をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暑熱順化の有無は熱中症対策の発生リスクに大きく影響します。夏季休暇等により熱へのば

く露が中断すると４日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まります。夏季休暇等により暑熱順化

が喪失した場合は、作業時間の短縮等にご留意の上、作業を行ってください。 
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【２】労働者の転倒災害を防止しましょう 

令和７年（６月末時点）の労働災害状況 

死亡者数は ０人（前年同期－１人）、死傷者数は 43人（前年同期＋２人（＋4.9%）） 

うち、「転倒」、「腰痛」等の行動災害が 16件発生しており、死傷者数の 37.2%を占めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転倒災害の防止のため、下記の主な要因に対するハード面の対策のほか、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者に自身の転倒リスク認識させる、体力の維持向上のための体操の導入や勧

奨などソフト面の対策を今一度検討をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墜落・転落

18.6％

転倒・腰痛

37.2％
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